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原子力発電の制度整備のための国際協力事業費補助金 令和2年度概算要求額 3.3億円（3.3億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

補助
（定額、1/2）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫原子力発電を導入しようとする国々において、原子力発電の導

入のための基盤整備が適切に実施されるよう、原子力専門家の

派遣や受入等により、法制度整備や人材育成等の実施を支援

します。

⚫特に、東京電力福島第一原子力発電所事故を契機に、各国

とも原子力政策の見直しを進めており、我が国としても、事故の

経験と知見を踏まえ、当該国における安全性を最重視した原子

力協力を進めます。

⚫各国が原子力安全等に関する体制を適切に整備、強化した上

で原子力の平和利用を行うことは、我が国を含めた世界の原子

力安全の強化にも寄与します。

成果目標

⚫平成2１年度から開始した事業であり、本事業を通じ、原子力発

電の導入を検討する国々との関係を強化し、安全性を最重視し

た原子力協力を進めます。

我が国の原子力発電所の視察等を通じ、我が国の安全に
対する取組・技術の共有を図る。

我が国から専門家を派遣し、当該国に対し、原子力に係る
法整備や人材育成等の支援を行う。

（我が国の原発施設の視察）

（専門家が講演するセミナーの開催）

⚫原子力専門家の招聘

⚫我が国専門家の派遣

【原子力研究及び人材育成】 ～ 人材育成拠点形成（国内外の原子力人材育成への支援） １



✓ 対象となる区域（促進区域）
✓ 経済的効果に関する目標
✓ 地域の特性 × 推進したい分野
✓ 地域経済牽引事業の要件
✓ 事業環境整備の内容 等

市町村及び都道府県：基本計画

都道府県
/国が承認

〔申請主体〕 ①民間事業者
②官民連携型（地方公共団体及び民間事業者）

✓ 事業の内容及び実施時期
✓ 地域経済牽引事業の要件への適合性

①活用する地域の特性 × 分野
②付加価値創出額
③地域の事業者に対する経済的効果

✓ 事業者間の役割分担
✓ 特例措置に関する事項 等

事業者等：地域経済牽引事業計画

国
：
基
本
方
針

支援

同意

承認

○地域経済牽引事業の促進を図るための土地の利用の調整 等

土地の利用の調整を要する場合

都道府県が同意

市町村：土地利用調整計画

①予算支援、②税制支援、③金融面の支援、④情報に関する支援、⑤規制の特例措置 等

＜地域未来投資促進法の概要＞（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律）

●地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする自治体の取組を支援。

⚫国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県が「基本計画」を策定。この計画に基づき、事業者が策定する
「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認。（地域特性を生かして高付加価値を創出し、地域事業者に相当の経済的効果を
及ぼす事業）

⚫地域経済牽引事業の支援を行う「地域経済牽引支援機関」による連携支援計画を国が承認。

〔申請主体〕支援機関（公設試、大学等）

✓ 連携支援事業の目標
✓ 事業の内容及び実施時期
✓ 支援機関の役割分担 等

支援機関：連携支援計画

政策資源を集中投入して支援

【廃炉関連産業の育成】 ～ 廃止措置工事への参入促進、製品の販路拡大 ２



福井県嶺南地域における基本計画の概要

福井県嶺南地域（敦賀市、小浜市、越前市、南越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町）

１件あたり平均3.15億円の付加価値額を創出する地域経済牽引事業を15件創出し、これらの地域経済牽引事
業により、波及効果を加えて、促進区域内で82億円の付加価値創出を目指す。

計画同意の日から令和４年度末日まで

促進区域

経済的効果の目標

地域経済牽引事業の承認要件

計画期間

・不動産取得税、固定資産税の減免措置、投資ファンドの創設
・情報処理の促進のための環境整備、事業者からの事業環境整備の提案への対応
・産業用共用施設の整備、人材の育成・確保、技術支援、インフラ整備

制度・事業環境の整備

福井県工業技術センター、(公財)ふくい産業支援センター、福井大学、福井銀行、商工会議所等

地域経済牽引支援機関

【要件１：地域の特性を活用すること（①～⑥のいずれか）】

①エネルギー研究開発拠点として培われた放射線防護技術や再生可能エネルギー及びレーザー等の技術を活用した
環境・エネルギー分野
②新エネ・省エネ産業の集積を活用した成長ものづくり分野
③清廉かつ豊富な水等の自然資源を活用した成長ものづくり分野
④里山里海湖、若狭ふぐ等の観光資源を活用した観光・まちづくり分野
⑤若狭ふぐ等のブランド特産物を活用した農林水産・地域商社分野
⑥低廉な電力、高速道路や港といった産業インフラを活用した第４次産業革命

【要件２：高い付加価値を創出すること】

・付加価値増加分：3,695万円超

【要件３：いずれかの経済的効果が見込まれること】

●売上げ： 7,400万円以上増加 ●雇用者数：３人以上増加

●雇用者給与等支給額：年間２％ポイント以上増加

《促進区域図》

本地域は、全国でも有数の原子力発電所の立地地域であり、産業界、事業者、大学・研究機関、国、県および市町が一体となって、エネルギー関連産業に関する
技術力強化、人材の育成に向けて取り組んできたところ、「もんじゅ」を含め４基の廃炉が決まる等、産業構造の転換期を迎え、これまで培われてきた技術・人材を活
かし、新産業の創出・発展を促進していくことが重要である。近年の交通アクセス向上により、地域の強みである美しい景観と歴史ある食文化に磨きをかけることによ
り、観光客の増加と域外貨の獲得を目指す。また、地域の主要産業である農林水産業においては、大規模園芸施設や植物工場の整備に加え、ＩｏＴやＡＩ・ロボット等
の導入による省人化や６次産業化、ブランドの創造・改良等による高品質・高付加価値な商品・サービスの開発等に取り組み、労働生産性の向上を後押しすることで
深刻な人手不足の解消を図るとともに、地域の持つ技術・人材を活用した質の高い雇用の創出、地域の魅力発信により、域外からの人口流入、更なる消費拡大の好
循環を生み出していくことを目指す。

計画のポイント

《事業イメージ》

低廉な電力供給を活かした
周年型大規模園芸施設・植物工場

エネルギー研究開発拠点として培われた
レーザー技術の産業分野への応用展開

３



４．連携支援計画について

⚫ 研究開発支援、事業化支援、販路開拓支援等、事業段階に応じて様々な支援を行う体制の構築が重要。

⚫ 複数の支援機関が、不足する機能を相互に補完し、連携して行う事業支援を促進するため、国が「連携支援
計画」を承認し、予算措置等により支援。（令和元年9月までに、79の連携支援計画を承認）

地方公共団体、公設試験研究機関、産業支援センタ－、大学、高専、研究機関、企業、独立行政法人、地方独立行政法人、
商工会・商工会議所、中央会、弁護士、会計士、税理士協会、中小企業診断士協会、地銀、信用金庫、信用組合、政府関係
金融機関、業界団体、NPO、民間事業者（支援業務を行う者であれば可）等

想定される地域経済牽引支援機関

＜連携支援計画のイメージ＞

事業者

大学、高専

県外大企業

産業支援機関

地銀、信用金庫

地方独立行政法人

工業試験場

JETRO、産総研等の
独立行政法人

基礎研究支援等

製品化支援等

販路開拓支援等

性能検査等

資金融通、
コンサル、
事業承継等

販路開拓支援、
研究開発支援等

販路開拓支援、
研究開発支援等

【ポイント】
➢ 連携主体間の役割分担と責任の所在を明確化
➢ 地域内で不足する機能は広域的な連携により補完

連携支援計画

４【廃炉関連産業の育成】 ～ 廃止措置工事への参入促進、製品の販路拡大

＜連携支援計画について＞



○工場立地法の緑地面積率の緩和

○農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮

○一般社団法人を地域団体商標の登録主体として追加

○事業者から地方公共団体に対する事業環境整備の提案制度

○資金供給の円滑化

・日本政策金融公庫による承認中小企業に対する設備資金、
運転資金の長期（20年、7年以内）かつ固定金利での融資

・地域経済活性化支援機構（REVIC）、
中小企業基盤整備機構等によるファンド創設・活用等

○課税の特例
・先進的な事業に必要な設備投資に対する減税措置
✔ 機械・装置等：40％特別償却、4％税額控除
（上乗せ要件を満たす場合：50％特別償却、5％税額控除）
✔ 建物等：20％特別償却、2％税額控除

○地方税の減免に伴う補てん措置
・固定資産税等を減免した地方公共団体に減収補てん

予算による支援措置

金融による支援措置

税制による支援措置

規制の特例措置等

＜地域未来投資促進法に関連する支援措置＞

○地域未来投資促進事業（令和2年度概算要求額：158億円）
１）総合的なイノベーション支援（地域中核企業ローカルイノベーション促進事業）

・地域のイノベーションを支える支援機関からなるネットワークの構築や、支援ネッ
トワークが行う事業戦略策定、事業体制整備、研究開発、販路開拓、ノウハ
ウ提供などへの支援
２）ものづくり・サービスの開発(戦略的基盤技術高度化・連携支援事業)
・地域未来投資促進法の計画承認を受けた中小企業・小規模事業者等が、
大学・公設試と連携して行う研究開発等への補助

○ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業費
（令和2年度概算要求額：69.9億円）

・複数の中小企業・小規模事業者等が、共同で地域未来投資促進法の計画
承認を受け、連携して行う事業における設備投資を支援

○地域未来オープンイノベーション・プラットフォーム構築事業
（平成30年度補正予算：12億円）

・地域未来投資促進法の承認を受けた支援機関等に対して、地域で共同利
用が見込まれる先端技術設備の導入・利用支援経費を補助

○地方創生推進交付金の活用（令和2年度概算要求額：1,200億円）
・地域未来投資促進法に基づき都道府県の承認を受けた事業計画について
は弾力措置の対象。（申請上限の弾力化）

情報に関する支援措置

○候補企業の発掘等のための情報提供

・地域経済分析システム（RESAS）等を活用

４．連携支援計画について ５【廃炉関連産業の育成】 ～ 廃止措置工事への参入促進、製品の販路拡大



【知見・ノウハウ】

①電力各社の連携

【クリアランス】

②有用資源の再利用

【リスク変化】

③規制当局への具体提案

●今後増加する廃炉作業
を安全かつ円滑に実施す
るため、知見や経験の蓄
積・共有が重要ではない
か。

●また、海外事業者の技術
やノウハウを適切に活かす
ことができないか。

共同調達や設備の共用
海外との官民対話

●資源の有効利用の観点
から、今後増加するクリア
ランス対象物の再利用を
促進できないか。

●クリアランス制度の社会へ
の定着に向けて、社会の
理解を得ることは引き続
き重要。

電力業界内での
再利用先の更なる拡大

（建材など）

●解体の各段階のリスクレ
ベルに応じて、合理的な
プロセスの標準化を示せ
ないか。

●その内容などを、規制当
局と対話し、提案していく
ことができないか。

プロセス標準の研究
規制当局との対話

一般廃炉の取組の方向性
第20回 総合資源エネルギー調査会

電力・ガス事業分科会 原子力小委員会

【廃炉関連産業の育成】 ～ 解体廃棄物の再利用（理解促進活動の方向性） ６



低レベル放射性廃棄物（L1）を処分するための容器

内容器
（実証試験で製作した容器）

外 寸：1.5 m角
（高さ1.5m／1.1m）

厚さ：5～20 cm
重 量：約5～15 トン

内容器

本体

クリアランス制度の社会への定着を目指した理解活動の実績①

⚫ 制度の社会定着に向け、クリアランス物（原子力規制委員会の確認を受けたもの）の再利用に関す

る実証事業を実施し、一般の方を対象に、安全面等の実証結果を丁寧に説明したケースがある。

⚫ 具体的には、平成27～29年度にかけて、国の委託事業として、東海発電所（日本原電）のクリア

ランス物を室蘭製作所（日本製鋼）に搬入し、低レベル放射性廃棄物（L1）の内容器を試作。

⚫ クリアランス物の加工前後において、製造した試作品や製造に使用した設備、工場の周辺に放射能

の影響がないことを確認。

第20回 総合資源エネルギー調査会

電力・ガス事業分科会 原子力小委員会

【廃炉関連産業の育成】 ～ 解体廃棄物の再利用（理解促進活動の方向性） ７

炉内構造物制御棒



クリアランス制度の社会への定着を目指した理解活動の実績②

⚫電力業界（電事連や日本原電等）は
一般の方向けに制度説明等を実施。

⚫資源エネルギー庁ＨＰのスペシャルコンテ
ンツにも、制度に関するわかりやすい記事
を掲載し、情報発信。

（例）室蘭工大テクノカフェでの広報活動

第20回 総合資源エネルギー調査会

電力・ガス事業分科会 原子力小委員会

【廃炉関連産業の育成】 ～ 解体廃棄物の再利用（理解促進活動の方向性） ８



エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 令和2年度概算要求額 75.0億円（56.2億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 自治体等

補助（定額）

事業イメージ

事業目的・概要

成果目標

⚫補助先の自治体が、民間ビジネスとも連携した自立的
な発展の絵姿を描き、実現することを通じて、地域全体
でエネルギー構造高度化等の必要性が深く理解されるこ
とを目指します。

（１）ソフト事業

（２）ハード事業

⚫日本のエネルギー構造は、長期的に「多層化・多様化」す
ることが求められています。原発立地地域やその周辺地域に
おいても、再生可能エネルギーなどを活用した地域における
エネルギー構造の高度化に向けた取組が必要です。

⚫具体的には、原発立地地域やその周辺地域における再エ
ネ等を活用したまちづくりのビジョン策定に加え、発電設備な
どの導入も支援し、再エネを活用した地域振興に関する取
組への支援を通じて、地域におけるエネルギー構造の高度化
への理解を深め、持続的かつ自立的な地域の発展につなげ
ます。

★事業の内容に応じて、上限額を設定。

立地地域の産業振興・生産性の向上・
防災体制の強化等

エネルギー構造高度化等への理解促進

エネルギーミックスの実現

原発立地地域等における

プロジェクトの創出・実施

設備設置に向けた
調査・実証研究

地域共生プラットフォームを
活用したエネルギーに関する
勉強会や対話の場の開催

再エネ・省エネ等の
技術開発

【ビジョン策定】 【広報】 【調査・研究】 【技術開発】

地域エネルギー
ビジョンの策定

太陽光発電 小水力発電施設 風力発電次世代エネルギー設備
（水素発電等）

【様々なエネルギーを活用した地域振興】 ９



原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業 令和2年度概算要求額 83.2億円（63.5億円）

事業の内容 事業イメージ

事業目的・概要

⚫再稼働や廃炉など、原子力発電施設等を取り巻く環境変化が

立地地域及び周辺地域に与える影響を緩和するため、中長期

的な視点に立った地域振興に国と自治体が一体となって取り組

みます。

⚫具体的には、

✓地域産品・サービスの開発、販路拡大・ＰＲ活動等の地域プロ

ジェクトの取組支援

✓再稼働や廃炉などの環境変化に対応した交付金の交付

✓立地地域の今後の課題等に関する調査研究

等を行います。
成果目標

⚫新たなビジネスの創出、付加価値の向上、雇用の確保等を通じ

て、立地地域等の経済基盤の強化を実現することを目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等
委託

国 立地自治体
交付金

（地方局含む）

（※）原発等の状況への大きな変化や、これまでの運転状況の
事情などを踏まえた対応が必要な場合に限る。

○自治体の総合戦略等に基づく実施体制づくり、計画策定か
ら、ブランディング、事業化まで、地域の主体性を維持しなが
ら、専門家によるサポートを実施します。

＜事例＞地域ぐるみのご当地グルメ開発

○地場産食材を活用したご当地グルメの開発・ＰＲ等を支援。

○平成25年度からの５年間で、参加店舗増（8→20店
舗）、累計6.7万食以上、経済波及効果1.8億円以上。

【様々なエネルギーを活用した地域振興】 10



＜事例１＞エネルギービジョン策定事業 【静岡県御前崎市】（平成29年度）

ビジョン策定

●「未来へつなぐエネルギーのまち御前崎」を将来像とするエ
ネルギービジョンを策定（平成30年3月）。

●同ビジョン実現へ向けた4つの基本方針の一つの中で、ス
マートタウン整備の促進を推進項目として設定。

●具体的には、一定の面積を有する宅地開発事業を対象に、
省エネ技術、再エネ技術、エネルギーマネジメント技術、エネ
ルギー情報の共有技術、緊急時のエネルギー確保技術など、
あらゆる技術を導入し、先駆的で快適な御前崎版スマートタ
ウンの整備を促進する点を明記した。

御前崎市エネルギービジョン

＜事例２＞「（仮称）双葉駅西住宅団地」再エネ設備等導入FS調査

【福島県双葉町】（令和元年度）

調査事業

●再エネ設備の集中導入によりエネルギー利用の高度化を図
り、エネルギーの地産地消と災害に強いまちづくりを実現する
ことを狙いとする事業。

●調査事業の内容としては、駅西側（約60ha）に整備する
災害公営住宅（約100戸）及び官民複合施設等への太
陽光発電設備、バイオマスコージェネレーション設備、蓄電池
設備等の導入規模ならびにエネルギーマネジメント（電力需
給管理、熱供給等）に係る検討を実施中。

【様々なエネルギーを活用した地域振興】 ～ スマートエリアの形成 11

※事例１，２ともにエネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金事業（エネ高補助金）



＜事例１＞美浜町エネルギー環境教育体験館「きいぱす」見学会等
開催事業【福井県美浜町】（平成29年度～令和元年度）

●環境教育体育館「きいぱす」（平成29年4月開館）におい
て、「エネルギーに関わる夏休み自由研究学習会」や「サイエ
ンスカフェ」等のイベント開催のほか、一般対象者向け定期
講座なども開講し、子供から大人までを対象とした幅広いエ
ネルギー教育メニューを整備。

●平成29年から毎年、「エネルギー構造高度化・転換に関わ
るサイエンスキャンプ」（小中学生対象の1泊2日の教育プロ
グラム）を開催し、教育旅行、企画見学会ツアー等のプログ
ラムを実施中。

＜事例２＞次世代エネルギー戦略的情報発信事業
【鹿児島県薩摩川内市】（平成29年度）

●平成28年度エネ高事業で策定した「次世代エネルギーのま
ち・地域戦略ビジョン」の中で、『「エネルギーのまち」のブランド
化』として「次世代エネルギー見学ツアーの企画・運営支援」
を市の具体的取組として明記。

●平成29年度エネ高事業として、次世代エネルギーに関する
関連施設への見学体験ツアーを実施し、市内外の親子16
組32名が参加した。

●現在は、民間事業者とも連携し、エネルギー施設を含む市
内主要観光スポットを巡る視察コースの設定・有償ツアーを
展開中。

水力発電所前で模型を使って水力発電の仕組みを実演中

12【様々なエネルギーを活用した地域振興】 ～ エネルギー学習例

※事例１，２ともにエネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金事業（エネ高補助金）



＜事例＞三方五湖周辺広域観光活性化プロジェクト【美浜町・若狭町】

●美浜町及び若狭町の漁家民宿の大将や女将たちによるワーキンググ
ループを形成し、民宿への誘客促進やインバウンド客受入れのための
勉強会などを実施。

●約3000人を集客するサイクリングイベント「若狭路センチュリーライド」の
主催者と漁家民宿を繋ぎ、イベント参加者を漁家民宿に宿泊させる
仕掛けづくりなどを実施。

●通年での安定的な宿泊客を獲得するため、年に一度のサイクリングイベ
ントの回数を増加中（試験的に週一で簡易イベントを実施中）。

13【様々なエネルギーを活用した地域振興】 ～ 漁家民宿の活用、広域連携

＜事例＞下北広域観光活性化プロジェクト「下北・ジオダイニング」

【むつ市・大間町・東通村・横浜町・風間浦村・佐井村】

●青森県下北地域６市町村による広域の取組みとして、景観
と食をテーマにした屋外でのダイニングイベントを計５回開催。

●地元の民間法人「(一社)しもきたTABIあしすと」による自主事
業としての開催に至るなど、イベントの自立自走化が進んでいる。

※事例１，２ともに原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業（ちからP）


